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（
質
問
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二
五
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答

弁

第

二

五

号 

   

衆
議
院
議
員
寺
前
巖
君
提
出
公
団
住
宅
の
改
善
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
八
〇
第
二
五
号 

昭
和
五
十
二
年
五
月
三
十
一
日 

衆

議

院

議

長 
保 
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茂 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

福 

田 

赳 

夫 

一 

 





 

三 

 
衆
議
院
議
員
寺
前
巖
君
提
出
公
団
住
宅
の
改
善
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

公
団
住
宅
の
家
賃
の
引
下
げ
を
図
る
た
め
、
従
来
か
ら

(イ )
資
金
コ
ス
ト
の
引
下
げ
、

(ロ )
土
地
利
用
の
合
理

化
、

(ハ )
量
産
工
法
の
推
進
、

(ニ )
各
種
負
担
金
の
低
減
、
等
に
よ
り
住
宅
建
設
費
の
低
廉
化
に
努
め
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。 

ま
た
、
現
在
、
住
宅
宅
地
審
議
会
に
「
現
行
家
賃
制
度
を
い
か
に
改
善
す
べ
き
か
」
を
諮
問
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
の
で
、
そ
の
審
議
経
過
を
踏
ま
え
て
公
団
住
宅
の
家
賃
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。 

二
に
つ
い
て 

風
呂
場
の
防
水
に
つ
い
て
は
、
防
水
処
置
を
講
じ
て
い
る
が
、
万
一
水
漏
れ
が
生
じ
た
場
合
は
申
出
に
よ
り

可
及
的
速
や
か
に
補
修
を
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。 



三
に
つ
い
て 

洗
た
く
機
用
の
排
水
口
の
設
置
に
つ
い
て
は
、
改
造
に
よ
り
別
途
専
用
の
も
の
を
新
た
に
設
け
る
こ
と
は
、

施
工
が
困
難
で
あ
り
、
か
つ
、
多
額
の
費
用
を
要
す
る
こ
と
か
ら
、
現
状
で
は
困
難
と
考
え
る
。 

ベ
ラ
ン
ダ
に
つ
い
て
は
水
の
使
用
を
考
え
て
お
ら
ず
、
雨
の
降
込
み
程
度
に
対
処
で
き
る
処
置
を
し
て
い 

る
。
ま
た
、
ト
イ
レ
に
つ
い
て
は
、
使
用
の
仕
方
及
び
従
来
の
経
験
か
ら
み
て
、
床
に
防
水
処
置
を
施
す
必
要

が
な
い
と
判
断
し
て
い
る
。 

分
譲
住
宅
に
あ
つ
て
は
昭
和
四
十
八
年
度
か
ら
、
賃
貸
住
宅
に
あ
つ
て
は
昭
和
五
十
一
年
度
か
ら
す
べ
て
洗

た
く
機
置
場
に
防
水
パ
ン
を
設
置
し
、
専
用
の
排
水
口
を
設
け
て
い
る
。 

右
答
弁
す
る
。 

四 

 


